
 

◇第五次千葉県障害者計画策定(就労支援専門部会)についての意見・提案 

 
□精神障害者の就労後の定着支援について 
精神障害者は、ちょっとした環境の変化や人間関係の変動で調子を崩し、継続就労

が難しくなることがある。例えば、県で精神科医や精神保健福祉士と契約して、精神

障害者が働く職場を定期的に巡回する等の施策を検討してほしい。 
因みに、当社では、個別に精神科医並びに精神保健福祉士と契約して、月 1 回程度

カウンセリングを行ったり、ピアカウンセリングを実施しているが、精神障害者の定

着に効果が認められる。 
 
□企業の合理的配慮の提供義務について 
 企業に義務付けられる合理的配慮について、障害種別毎の合理的配慮の具体的な内

容を早期に明示していただきたい。また、企業努力を超える配慮については、費用助

成等の対応をご検討いただきたい。 
 
□障害者を雇用する企業の支援 
  「障害者優先調達推進法」の弾力的な運用等、障害者の職域拡大や障害者雇用企業

の業務拡大に資する政策を更に進めていただきたい。 
  また、雇用管理の難しい重度の障害者や精神・知的障害者の雇用に際しては、賃金

の一部助成もご検討いただきたい。 
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◇第五次千葉県障害者計画策定(就労支援専門部会)についての意見・提案 

 
① 精神障害者の支援がしっかり出来る事業所を増やす。 

 ② 就労した後のケアをする。 
③ ぴあの育成 

 
 私の事業所は千葉県の松戸市に就労継続Ｂ型事業所 TERRA を昨年の９月に開所

致しました。 
 松戸市にはＢ型事業所は６件しかありません。そのほとんどが 3 障害を受け入れて

いる事業所といいつつ、知的障害者が中心であり、精神障害者を中心とした事業所は

私どもが行っている TERRA のみになります。 
 ２０１１年に精神は５大疾病になったにも関わらず、精神の患者さんが働く訓練を

する場所はまだまだありません。知的障害と精神障害の支援の仕方は違います。特に、

統合失調症に関していえば学生時代に発病した方が大半で鬱とは違って社会に出た

事がない患者さんも少なくはありません。 そういった患者さんが社会に出る前段階

で B 型や A 型そして、就労移行などで訓練して社会に羽ばたく事が出来るようにも

っと事業所を増やす事を提案します。  
 また、就労したあとも継続して支援出来る環境も大事です。 
 私が通っているひだクリニックでは一般就労した人が１４０名近くいますがその

大半が統合失調症で働く事が初めての人も多い中で、ナイトケアを使って仕事での問

題を就労担当に相談し、また仕事に行ける事が出来ています。就労移行支援事業所の

定着支援は半年ですが、半年は就職できた喜びでどうにかなりますが、定着の本当の

苦労が始まるのは半年以降です。定着支援期間を延長することを考えていただければ

と思います。 
そして、私が勤めています株式会社 MARS では、ぴあ支援員が沢山勤務しており 

ぴあにしか出来ない支援があると考えており、それにはぴあの育成もしなければいけ

ないと思います。 
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◇第五次千葉県障害者計画策定(就労支援専門部会)についての意見・提案 

 

 

 ・現在の高等学校には、支援の必要とする生徒も相当数在籍しているかと思われます。今

後、特別支援学校のセンター的機能を活用した連携を、高等学校における進路指導等に

も進めていく必要があると考えます。 

 

・県立学校で進められている嘱託職員の障害者雇用は、５年間となっています。本年度、５

年目を迎える学校も多くなることから、フォローアップに努めると共に、臨時的ではない正規

職員での雇用を期待しています。 

 

・近年、障害者の雇用拡大を意図した職業学科・職業コースのある特別支援学校が、複数

開設されてきました。現在、当該校において卒業生が誕生する中、雇用先の確保と共に、

継続した就労支援を進めるための人材と予算を確保した体制作りが、喫緊の課題となって

いると考えます。 

 

・法定雇用率の改正を受けて、特別支援学校に在籍する生徒と障害者雇用を進める企業と

をつなげる場の設定が一層必要と考えます。各地区内のハローワークや障害者就業・生活

支援センター、特別支援学校が連携して、企業へ障害者雇用と特別支援学校在籍生徒へ

の理解啓発の場とします。 

 

 
  



 

氏 名（団体名） 
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◇第五次千葉県障害者計画策定についての御意見・御提案 

◯就労系障害福祉サービスの利用に係るアセスメントについて 

・サービスを利用する障害のある方たちの希望を中心に据えた支援が必要となることから、

地域で暮らす障害のある方たちが自分の人生を選び、生きることのできる社会を実現する

ために、本人の思いを形にするためのものが必要で、アセスメントやサービス等利用計画な

どがひとつの「支え」になると思われる。そのことにより、平成２４年度途中から平成２５年度

末までの１年とちょっと実施してきた「障害者就業・生活支援センターアセスメントモデル事

業」からの課題について確認を行い、今後明確な取り組みとして繋げていきたい。 

 

①特別支援学校等との連携のあり方について （指定相談支援事業所についても…。） 

→ 「基礎評価」について就業・生活支援センターや福祉事業所等が行うものとは、若干視

点が異なっている。教育、福祉、雇用という立場の違いがあるため領域を超えた連携のあ

り方について、改めて検討が必要だと思えます。 

 

②アセスメント・ツールについて 

→評価シート等の書式や記入について、圏域内または市町村において統一化を図り、アセ

スメントにおけるマニュアル作成が必要とされる。また、評価（アセスメント）においては、一定

のスキルが求められ、一つひとつのアセスメント項目に沿って本人の状態を適切に評価す

ることは勿論、それをまとめて文章化し報告書としてまとめる作業については高いスキルを

求められます。就労アセスメントを広め、定着させるためには効率的に精度の高い評価（ア

セスメント）ができるような研修並びに育成が必要となる。 

 

③アセスメントの業務負担について 

→実際の現場では複数の職員で取り組まざるを得ない状況であることから（特に人口の多

い圏域で特別支援学校の生徒数も多い地域）、他の事業に影響を与えることのないような

事業体制が必要であることから、制度面における整備も踏まえ必要な人員と必要な人材を

確保できるようにしなければならない。（例： 加算の対象事業として…） 

 
 
 
 



 
氏 名 
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中村 輝彦 
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◇第五次千葉県障害者計画策定についての意見・提案 

 企業・雇用支援協力について 
 障害者優先調達推進法について 
 精神障害者支援施設の増設＝支援について 

 
 企業支援員の就労の為の管理アドバイス、企業支援は、人材育成が急務と考えます。 
企業経験を有する人材＋障害者の就労の立場を理解できる方を適材適所へ配置し、現

16 法人体制の情報の公開（システム）・16 法人地域下の関係施設、施設就労事業所

間の連携を期待します。 
 
 障害者優先調達推進法は、各種公的機関が企業間との調整役をとるシステム作りが 
現実的な情報が伝わる（各企業担当総務）と考えます。障害者施設が企業へアピール

する機会は、施設努力はもちろんの事ですが就労支援の為のイベント予算確保も体制

つくりと平行していく継続審議が必要です。（年間の定期相談会・イベント等） 
 
 精神障害者支援施設増設を希望します。新設は環境作りが重要です。国の地域包括

システムが柏市で展開していると同じく先末を考えた精神障害者の支援を研究成果

を基に環境を意識したモデル施設を開設し、支援を公開しながら各地域へも情報公開 
し、精神障害者支援を支えたいと考えます。 
 
 ※ 各地域では、閉鎖された学校跡地の再利用計画が議論されていますがぜひ時間 

をかけて障害者施設と絡めての議論を望みます。 
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内藤 晃 

（千葉県社会就労センター協議会） 

  

◇第五次千葉県障害者計画策定についての御意見・御提案 

第五次千葉県障害者計画（第４期障害福祉計画）の指標策定ついて 
・障害者の一般就労促進に関して、障害者就業・生活支援センターを中心に地域の就

労移行支援事業所との連絡協議会のようなものを設置し、事業所ごとの移行率に大き

なばらつきが生じないよう就職に関する情報や支援方法についての共有や学習がで

きるにようにしたい。 
 
・就労移行支援事業所への評価（報酬の仕組み）については、移行率に加えて、障害

者雇用企業への支援（合理的配慮の組み立て方に関する共同研究等）を評価すべきで

はないか。障害者への就職定着支援よりもむしろ、企業自体の労働者（障害者）への

支援力（キャリアアップ育成力）を高めることに就労移行支援事業所の役割を見つけ

ていくことが必要である。障害福祉業界が永年培ってきた障害者支援力を持って企業

をも支援するという視点が必要である。 
 
・優先調達推進法については、福祉事業所と行政機関等との商談会、さらには民間企

業バイヤーを加えた商談会を定期的に開催して、行政機関の調達目標達成はもとより

その調達が政策目標に叶うよう福祉事業所が供給力を高めていけるようにすべきで

はないか。指標としては調達額にとどまらず、商談会や学習会への参加数を評価指標

に設定したい。 
 
・工賃アップは障害者による活動（福祉的就労を含めて）の結果である。障害者の活

動の目的は、工賃を手にすることそのものではない。地域住民にとってなくてはなら

ない貢献（たとえば買い物に不自由な方々へ、医療・介護とは別の支援アプローチを

することや遊休農地を活性化して国土を守るとともに農産物の増産をすること）を評

価指標にしたい。 
 
・支援スタッフについては、「福祉・介護人材確保・定着対策の推進」（千葉県総合計

画 p125）にも取り上げられているが、前項にあげたように障害者の働く力（労働観

や勤労観）を引き出す視点を見失わないような人財育成を追求したい。 
 



・障害者が、人づくり（街づくり）に欠かせない存在であることや障害者でなければ

次世代に伝えられないものがあるという考え方を大切にしたい。障害者の地域移行を

進めるのであれば、施設や病院から出した数ではなく、障害者がいる家族（や三世代、

四世代家族）などが増えた数を指標にすべきである。また子どもの育成に関して「高

い道徳性や豊かなコミュニケーション能力」（千葉県総合計画 p41）が期待されてい

るが、これには障害者（に限らず高齢者、外国人、生活困窮者等）との交流が不可欠

である。この意味からも障害者でなければ育てられない子どもの成長分野がある、と

とらえる必要がある。このような交流についても就労の一形態として考えたい。 
 
 


